
「木力／もくりょく」ロゴマーク使用規程 

 

（更新）令和５年９月２２日 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、「木力／もくりょく」（※）ロゴマーク（以下「ロゴマーク」という。） 

の使用に関し、必要な事項を定めるものです。 

※「木力／もくりょく」とは、木材の持つ力、木材にしかない力。を表現する言葉を

指します。人々の日々や生活に必要不可欠な木材の力。木材は建築や家具を始め、

日用品や楽器・工芸等の様々な用途に利用されています。耐久性、加工性、審美性

など木材ならではの優れた特性で幅広く役立っています。地球規模で考えれば持

続可能な循環資源であり、ＣＯ₂固定により地球温暖化防止にも貢献。また断熱性

や調湿作用、リラックス効果等、人の健康にも力を発揮します。 

 

（ロゴマーク） 

第２条 ロゴマークは、東京木材問屋協同組合Ｗｅｂサイト「ロゴマークの使用について」

に掲げるものとします。 

 

（使用目的） 

第３条 ロゴマークは、「木力／もくりょく」の趣旨に賛同し、木材利用の取組を積極的に

推進する意思を表明するために使用するものとします。 

 

（使用登録） 

第４条 ロゴマークを使用しようとする者（以下「使用者」という）は、使用を開始する日 

の５日前（土、日その他祝日の日数は算入しない）までに、届出フォームにより東京木材

問屋協同組合に使用登録を行うものとします。 

２ 前項に規定する使用登録があった場合、東京木材問屋協同組合は次の各号のいずれに

も該当しない限り使用を認めるものとします。 

一 東京木材問屋協同組合の組合員の利害を害する恐れがある場合 

二 営利を主たる目的とする場合 

三 特定の思想、宗教、反社会的勢力の活動に利用される恐れがある場合 

四 特定の商品等の品質や安全性等を保障する目的で利用される恐れがある場合 

五 法令又は公序良俗に反する恐れがある場合 

六 前各号に掲げるもののほか、東京木材問屋協同組合が不適切と認めた場合 

３ 前項に規定する使用が認められない者の登録を確認した場合には、東京木材問屋協同

組合は登録者に対し、ロゴマークの使用は認められない旨をメールにより遅滞なく通知

するものとし、登録の取消しを行います。 



 

（使用方法） 

第５条 使用者は、名刺、ポスター、のぼり、チラシ、パンフレット、包装資材、又はＷｅ

ｂサイト等でロゴマークを使用することができます。 

２ ロゴマークのデザイン等は、東京木材問屋協同組合Ｗｅｂサイト「ロゴマークの使用に

ついて」からダウンロードできるデザインに限ります。（使用禁止例は、変形させない。

フォントを変えない。単独で使用しない。表示色を変えない。組み合わせ比率を変えない。

要素をバラさない。要素を変えない。トリミングして使用しない。） 

 

（使用料） 

第６条 ロゴマークの使用料は、無料とします。 

 

（使用者の遵守事項） 

第７条 使用者は、本規程を遵守するとともに、「木力／もくりょく」の趣旨を逸脱した使

用をしないよう細心の注意を払うものとします。 

２ 使用者は、第三者がロゴマークの著作権やその他の権利を侵害し、又は侵害しようとし 

ている事実を発見した場合は、東京木材問屋協同組合に通知するものとします。 

３ 使用者は、ロゴマークの使用に関係する第三者との係争、審判、訴訟等（以下単に「係 

争等」という。）については、対応を東京木材問屋協同組合と協議して決定するものとし、

係争等に要した費用（合理的な弁護士費用及び訴訟費用等を含む。）は、使用者が負担す

るものとします。 

４ 使用者は、ロゴマークの使用に関係して第三者に損害を与えた場合には、当該使用者が 

その損害について全責任を負うものとします。 

 

（使用の差止め） 

第８条 ロゴマークの使用に関し、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、東京

木材問屋協同組合はロゴマークの使用を差し止めることができます。 

一 募金活動と結びつけた使用や不当な利益を上げるための使用 

二 企業、団体等が提供する特定の商品やサービスの品質・安全性を担保又は証明するよ 

うな使用又は保証をすると誤認させるような使用 

三 法令又は公序良俗に反すると認められるような使用 

四 第４条に基づく届け出に虚偽の記載があった場合 

五 使用者が法令に違反した場合 

六 前各号に掲げるもののほか、東京木材問屋協同組合が使用の継続が不適切と認めた

場合 

 

（規程の改定） 



第９条 本規程は、事前の通知なく必要に応じて改定される場合があります。 

２ 本規定の改正により使用者に不利益が生じたとしても、東京木材問屋協同組合は一切

の責任を負いかねます。 

 

（その他） 

第 10 条 本規程に定めのない事項については、東京木材問屋協同組合が判断するものと

します。 


